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参考資料１

国・東京都の新たな住宅施策

１ 都市型軽費老人ホーム（ケアハウス）

(1) 制度創設の背景

平成２１年３月に群馬県渋川市の未届け施設で火災があり、死者１０名という惨事になっ

た。犠牲者の多くは都内で生活保護を受けていた高齢者の方で、これを契機に、大都市にお

ける低所得高齢者の問題が社会問題として取り上げられた。この問題に対処するために、東

京都では高齢者のすまいに関するプロジェクトチームを発足させ、検討を行った結果、「都

型ケアハウス」を提案し、国に対して規制緩和と財政支援を強く要請した。東京都の要請を

受けて、国は平成２２年４月に厚生労働省令を改正し、従来の軽費老人ホームの基準を大き

く緩和した「都市型軽費老人ホーム」を創設した。

(2) 施設の概要

区 分 大都市･小規模タイプ （現行ケアハウス）

１ 定員規模 ２０人以下 ２０人以上

２ 施設基準

居室共有部分

個室 ７．４３㎡以上

食堂、便所、浴室

※ 必要最小限の設備

※ 調理を委託する場合、調理室を

設けないこともできる。

個室 ２１．６㎡以上

食堂、談話室･集会室、宿直室、便所、

浴室、調理室、面談室

３ 職員配置基準

施設長 （常勤１）兼務可

生活相談員（常勤１）兼務可

介護職員 （常勤換算１）

※ 事務員、栄養士は、サービスに

支障がない場合は、置かないこと

ができる。

※ 夜間及び深夜に１以上の職員

に宿直勤務

施設長 （常勤１）

生活相談員（常勤１）120: 1

介護職員 （常勤１） 30: 1

栄養士 （１）

事務員、調理員、その他適宜

(3) 整備地域

① 既成市街地等（２３区、武蔵野市の全域、三鷹市の特定の区域）

② 上記に準ずるものとして、個別に認定を経たもの
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２ 医療・介護連携型高齢者専用賃貸住宅（東京都モデル事業 平成 21～23 年度）

出典：東京都医療・介護連携型高齢者専用賃貸住宅モデル事業／東京都
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３ 生活支援サービス付高齢者専用賃貸住宅（国土交通省 平成 22 年度～）

高齢者生活支援施設等の要件

○ 総合生活サービス窓口

○ 情報提供施設

○ 生活相談サービス施設

○ 食事サービス施設

○ 交流施設

○ 健康維持施設

○ 介護関連施設

○ 医療施設又は訪問看護ステーション等

※高齢者生活支援施設を合築・併設する場

合は、新築・改修費にも補助

出典：国土交通省 高齢者等居住安定化推進事業／高齢者等居住安定化推進事業評価委員会事務局


